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長野県の聴覚障害者の雇用と就労を考える集い★ 

 ー健聴者（社会）とのコミュニケーションが課題ー 

◆P1～P３；長野県の聴覚障害者の雇用と就労を考える集い  

◆P4～P6；障害者年金の課題、自らの生活実態から 

       「厚労省へみんなの声を届けよう」 

◆P7；コラム 「戦争と障害者について」 長野大学教授 旭 洋一郎 

◆P8；お知らせコーナー （このお知らせコーナーへの情報を寄せて下さい。）  

 

紙
面
の
案
内 

  

八
月
二
二
日
、
（
土
）
サ
ン
・

ア
ッ
プ
ル
に
お
い
て
標
記
の
集
会
が

も
た
れ
ま
し
た
。
今
回
で
三
回
目
で

す
。 

   

ま
ず
、
講
演
会
が
あ
り
ま
し
た
。

講
師
は
、
東
京
聴
覚
障
害
者
自
立
支

援
セ
ン
タ
ー
所
長
の
矢
野
耕
二
さ
ん

で
「
聴
覚
障
害
者
の
職
場
定
着
に
向

け
て
～
聴
覚
障
害
者
の
就
職
前
と
就

職
語
の
課
題
～
」
と
題
し
て
お
話
を

さ
れ
ま
し
た
。
矢
野
さ
ん
は
聴
覚
障

害
者
で
社
会
福
祉
士
で
あ
り
ジ
ョ
ブ

コ
ー
チ
で
す
。
聴
覚
障
害
者
の
特
徴

を
正
確
に
理
解
し
て
欲
し
い
と
い
う

こ
と
で
次
の
よ
う
に
項
目
だ
て
て
、

わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
ま
し
た
。 

  

■
聴
覚
障
害
者
の
基
本
確
認 

・
身
体
障
害
等
級
に
よ
っ
て
認
定 

・
一
級
か
ら
六
級
ま
で
あ
り
、
一
級

と
二
級
が
重
度
（
他
の
障
害
は
障
害

等
級
と
生
活
の
し
に
く
さ
が
大
体
比

例
。
聴
覚
の
場
合
、
一
級
は
あ
り
ま

せ
ん
。
二
級
が
最
重
度
で
１
０
０
デ

シ
ベ
ル
以
上
、
三
級
九
〇
デ
シ
ベ

ル
、
四
級
八
〇
デ
シ
ベ
ル
、
六
級
七

〇
デ
シ
ベ
ル
で
あ
る
が
、
生
活 

 

の
し
に
く
さ
と
等
級
は
比
例
し
て

い
な
い
。 

  

■
わ
か
り
に
く
い
聴
覚
障
害 

・
他
の
身
体
障
害
は
移
動
障
害
の
部

分
が
大
き
い
。
移
動
障
害
が
な
く
て

も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
共
通
。

聴
覚
障
害
は
移
動
障
害
は
な
い
。
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
障
害
、
言
動
障

害
、
社
会
適 

 

応
障
害
で
あ
る
。 

  

■
聴
こ
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
毎
日

続
く
状
況 

・
周
り
の
状
況
が
つ
か
め
て
い
な
い 

・
筆
談
で
伝
え
た
つ
も
り 

・
口
の
動
き
を
読
み
取
る
の
は
非
常

な
ス
ト
レ
ス
と
な
る
。 

・
わ
か
ら
な
い
時
は
、
い
つ
で
も

言
っ
て
と
い
わ
れ
る
が
、
書
い
て
く

だ
さ
い
と
言
う
の
に
、
す
ぐ 

 

に
し
ゃ
べ
っ
て
こ
ら
れ
る
。 

・
わ
か
ら
な
い
時
は
聞
い
て
と
言
わ

れ
て
も
、
何
が
わ
か
ら
な
い
の
か
わ

か
ら
な
い
。 

・
聴
こ
え
な
い
人
＝
非
常
識
と
い
う

誤
解
さ
れ
た
見
方 

    
次
に
会
社
・
健
聴
社
員
か
ら
見
た
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聴
覚
障
者
の
特
徴
と
し
て 

・
コ
ピ
ー
し
て
っ
て
言
っ
て
本
人
の
机

に
置
い
た
の
に
、
「
こ
れ
何
で
す
か
」

と
聞
き
に
き
た
。 

・
忘
年
会
や
新
年
会
、
歓
迎
会
な
ど
い

つ
も
欠
席
す
る
。
協
調
性
が
な
い
。 

・
聴
こ
え
な
く
て
周
囲
の
雰
囲
が
つ
か

め
な
い
の
な
ら
、
も
っ
と
周
り
を
み
な

さ
い
。 

・
何
度
説
明
し
て
も
違
う
こ
と
を
や

る
。
わ
か
り
ま
し
た
か
？
と
言
っ
た
ら

「
わ
か
っ
た
」
と
言
っ 

 

た
で
し
ょ
う
。 

・
電
話
で
き
る
と
言
っ
た
か
ら
電
話
業

務
を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
に
、
あ
の

子
（
女
子
）
は
男
性
の
電
話
ば
か
り
通

じ
る
よ
。 

・
あ
の
人
は
、
少
し
し
ゃ
べ
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
、
聴
こ
え
て
い
る
。 

     

↓ 

か
な
り
誤
解
さ
れ
い
る
。 

 

■
東
京
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
職
場
定
着
支
援
事

業 

  

ほ
と
ん
ど
の
企
業
は
ジ
ョ
ブ
オ
ー
コ
ー

チ
の
存
在
を
知
ら
な
い
。 

 

支
援
対
象
は
聴
覚
障
害
社
員
、
健
聴

者
社
員
、
企
業
。
三
者
の
意
見
が
違
う

こ
と
が
多
い
。 

   

最
初
の
数
回
は
、
企
業
と
の
信
頼
関

係
構
築
に
集
中
。
関
係
調
整
に
時
間
が

か
か
る
。
同
じ
障
害
と
い
う
こ
と
で
聴

覚
障
害
社
員
と
は
、
比
較
的
本
音
で
話

し
合
え
る
強
み
が
あ
る
。 

 

●
支
援
対
象
者
年
齢 

知
的
障
害
者
と
の

 

・
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
が
聴
覚
障
害
者
で
あ

る
こ
と 

 

・
手
話
通
訳
士
、
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
が
と

も
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
。
現
場
に
入
っ

て
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
。 

 

  

た
だ
し
、
福
祉
支
援
に
傾
か
な
い
こ
と

（
働
い
て
給
料
を
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
聾
も
健
聴
者
も
同
じ
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
）
就
労
支
援
以
外
の
支
援 

に
つ
い
て
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
が
関
わ
る

こ
と
。 

 

■
差
別
解
消
法
・
雇
用
促
進
法
改
正
に
よ

る
変
化 

 

・
合
理
的
配
慮
の
提
供
（
朝
礼
、
業
務

指
示
に
つ
い
て
情
報
保
護
） 

 

・
障
害
者
差
別
の
禁
止
（
「
こ
の
子
た

ち
」
「
会
議
や
集
ま
り
に
出
な
く
て
」
） 

 

・
相
談
体
制
の
整
備 

 
 

産
業
医
が
健
労

者
の
み
の
場
合
が
多
い 

 

●
長
野
県
の
課
題 

 

・
採
用
実
績
の
な
い
会
社
へ
の
面
接
に

い
た
る
ま
で
の
道
が
厳
し
い 

 

・
採
用
後
の
会
社
と
当
事
者
の
環
境
調

整 

 

・
当
事
者
自
身
の
課
題
（
国
語
力
の
向

上
、
健
聴
者
と
の
関
わ
り
方
、
働
く
こ
と

の
意
味
の
自
覚
） 

月
曜
日
に
休
む
こ
と
が
多
い
。
ろ
う
学

校
や
家
庭
の
教
育
が
大
事
、
会
社
の
入
っ

て
も
学
生
の
ま
ま
と
言
わ
れ
る
。 

 

■
続
い
て
二
人
の
方
か
ら
の
発
表
が
あ
り

ま
し
た
。 

比
較 

   

知
的
障
害
者 

十
代
、
二
十
代
が
多
い 

仕
事
に
入
る
前
、
入
っ
た
直
後
の
サ
ポ
ー

ト
が
多
い 

  

知
的
障
害
者
は
、
支
援
機
関
が
多
い
。

聴
覚
障
害
者
十
年
、
二
十
年
と
続
け
て
い

て
会
社
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
い
。
特
に
六

級
が
難
し
い
。
手
話
が
通
じ
る
と
こ
ろ
が

少
な
い
。
入
社
後
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
い
。

行
政
も
本
人
か
ら
の
事
は
問
題
と
し
な
い

傾
向
。
高
学
歴
で
も
社
会
に
出
る
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
自
信
を
失
う
。

（
出
身
学
校 

ろ
う
学
校
高
等
部
、
ろ
う

学
校
専
攻
科
が
多
い
） 

●
業
務
内
容   

 
事
務
、
事
務
補
助
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
、
軽
作
業
、
清
掃
、
軽
作
業
、
調
理
、

設
計
、
修
理 

●
就
業
形
態 

正
社
員
、
契
約
社
員
、
パ
ー
ト
、
ア

ル
バ
イ
ト
、
短
期
契
約
社
員
、
嘱
託
職
員 

     

↓ 

  

一
人
で
の
作
業
が
多
い
、
契
約
社
員
と

正
社
員
が
五
分
五
分
で
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ

イ
ト
を
含
め
る
と
不
安
定
な
状
況
で
あ

る
。  

● 

退
職
理
由
と
し
て 

・
体
調
不
良
（
身
体
・
精
神
）
、
体
力

限
界
、
精
神
限
界
、
本
人
及
び
家
庭
問

題
、
企
業
へ
の
不
満 

そ
し
て
各
ケ
ー
ス
を
紹
介
さ
れ
た
。
銀

行
、
印
刷
会
社
、
大
林
組
、
菱
信
デ
ー
タ

（
株
）
、
な
ど
な
ど 

 

●
聴
覚
障
害
支
援
に
必
要
な
こ
と 

  

最
初
は
ホ
ク
ト
株
式
会
社
赤
沼
セ
ン

タ
ー
所
長 

西
澤
賢
さ
ん
。 

   

社
会
や
会
社
が
で
き
る
の
は
、
「
誰
も

が
役
割
を
も
っ
た
社
会
」
と
い
う
器
を
作

る
こ
と
で
あ
る
。
仕
事
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
は
な
い
。
受
身
で
な
く
前
向
き
に
考
え

る
。
自
身
の
行
動
に
責
任
を
持
つ
。
こ

れ
は
障
害
の
有
無
に
関
係
な
い
。
そ

の
中
で
「
自
分
ら
し
く
働
く
こ
と
」

を
考
え
て
行
動
す
る
の
は
難
し
い
。 

   

聴
覚
障
害
と
い
う
点
で
の
苦
労
は

は
か
り
し
れ
な
い
。
「
自
分
が
で
き

る
こ
と
を
一
生
懸
命
や
る
」
こ
と
を

継
続
し
て
い
け
ば
、
そ
れ
が
実
績
と

な
り
会
社
・
社
会
を
動
か
し
ま
す
。

障
害
＝
ハ
ン
デ
で
は
な
く
障
害
＝
個

性
と
い
う
考
え
方
の
人
間
が
増
え
て

い
く
こ
と
で
職
場
環
境
、
「
誰
も
が

役
割
を
を
持
っ
た
社
会
」
づ
く
り
に

繋
が
っ
て
い
く
と
思
う
。 

   

聴
覚
障
害
者
で
ホ
ク
ト
株
式
会
社
の

社
員
で
あ
る
宮
﨑
孝
治
さ
ん 

ホ
ク
ト
入
社
ま
え
は
必
死
に
富
士

通
で
二
十
三
年
間
働
い
た
。
そ
の
お

か
げ
で
多
く
の
後
輩
が
入
社
で
き

た
。
自
分
の
周
り
に
は
手
話
を
知
ら

な
い
人
が
多
か
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
は
筆
談
だ
っ
た
。

し
か
し
、
仕
事
が
流
れ
作
業
の
た
め

筆
談
の
時
間
は
な
か
っ
た
。
ど
う
し

た
ら
い
い
の
か
悩
ん
だ
。
そ
し
て
職

場
で
理
解
し
あ
う
た
め
に
行
っ
た
こ
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と
が
あ
る
。 

 
・
手
話
を
覚
え
て
も
ら
う
。
何
度
も

手
話
で
の
働
き
か
け
を
お
こ
な
っ

た
。
会
社
に
手
話
カ
レ
ン
ダ
ー
を
置

い
て
も
ら
う
。
仕
事
で
使
え
る
便
利

な
手
話
。 

 

・
身
振
り
で
伝
え
る
。
共
通
理
解

が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。 

 

・
絵
や
図
で
示
す
。
絵
や
図
で
の

説
明
は
わ
か
り
や
す
い
。 

  

以
上
の
よ
う
な
と
り
く
み
で
会
社

全
体
が
「
手
話
は
必
要
」
と
考
え
て

く
れ
た
こ
と
は
嬉
し
か
っ
た
。 

       

↓ 
  

昨
年
、
参
加
し
た
時
も
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。

聴
覚
障
害
者
に
と
り
ま
し
て
は
健
聴

者
（
社
会
）
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
の
最
大
の
壁
で
す
。
私
た

ち
も
手
話
を
自
由
に
使
っ
て
聴
覚
障

害
者
と
話
が
で
き
る
こ
と
は
嬉
し
い

こ
と
で
す
。
私
も
手
話
は
本
当
に
簡

単
な
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の

こ
と
が
だ
ん
だ
ん
恥
ず
か
し
く
な
る

こ
と
が
、
手
話
が
社
会
に
浸
透
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
か
な
と
思
い
ま

す
。 

  

最
後
は
フ
ロ
ア
か
ら
の
意
見
や
質

問
が
絶
え
間
な
く
あ
り
、
参
加
者
全

員
が
問
題
意
識
を
も
っ
て
の
参
加
で

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。 
 

 

た
ち
医
師
が
患
者
殺
害
に
加
担
し
た
こ

と
を
謝
罪
し
、
過
酷
な
過
去
に
向
き
合

う
動
き
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

二
十
万
人
以
上
が
抹
殺
（
Ｊ
Ｄ
機
関

紙
の
藤
井
さ
ん
の
記
事
で
は
、
戦
時
下

の
全
期
間
の
犠
牲
者
は
三
十
万
人
前

後
）
さ
れ
た
、
国
家
に
よ
る
施
策
は

「
Ｔ
４
作
戦
」
と
呼
ば
れ
、
精
神
病
院

を
中
心
に
国
内
六
つ
の
施
設
で
実
行
さ

れ
、
五
十
人
の
精
神
科
医
が
動
員
さ
れ

た
と
の
こ
と
で
す
。 

「
Ｔ
４
作
戦
」
の
主
な
目
的
は
二
つ

あ
り
ま
す
。
一
点
目
は
、
優
生
学
思
想

に
基
づ
く
『
障
害
者
狩
り
』
で
す
。
強

い
国
家
を
つ
く
る
に
は
、
「
国
家
に
役

立
た
な
い
者
、
無
駄
な
予
算
を
消
費
す

る
者
」
を
な
く
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

し
た
。 

ド
イ
ツ
に
は
「
断
種
法
」
が
あ
り
、

「
劣
悪
な
遺
伝
子
を
持
つ
者
（
疑
い
を

含
め
）
」
が
子
孫
を
持
て
な
い
よ
う
に

し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト

し
て
、
「
生
き
る
価
値
の
な
い
命
」
と

し
て
抹
殺
の
対
象
と
さ
れ
ま
し
た
。

「
生
き
る
価
値
の
な
い
命
」
は
、
ほ
か

に
も
、
「
治
療
し
て
も
効
果
が
見
込
め

な
い
者
」
「
生
産
が
見
込
め
な
い
（
働

く
こ
と
が
で
き
な
い
）
者
」
も
含
め
、

精
神
障
害
者
や
施
設
入
所
し
て
い
た
知

的
障
害
者
、
重
症
の
病
気
の
あ
る
患
者

な
ど
に
拡
大
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
こ

こ
で
「
死
の
選
別
」
を
行
っ
た
の
が
医

師
（
鑑
定
医
）
で
し
た
。 

 

今
は
記
念
館
と
な
っ
て
い
る
ハ
グ

マ
ー
精
神
病
院
の
地
下
に
作
ら
れ
た
ガ

ス
室
の
跡
が
映
像
で
流
さ
れ
ま
し
た
。

 手話でのあいさつを おぼえて、聴覚障害者の方とのコミュニケーショ

ンを、進めましょう！ 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｅ
テ
レ
「
ハ
ー
ト
ネ
ッ
ト
Ｔ

Ｖ
」
は
、
二
夜
に
わ
た
っ
て
「
戦
後
七
十

年
・
障
害
者
と
戦
争
～
ナ
チ
ス
か
ら
迫
害

さ
れ
た
障
害
者
た
ち
」
を
放
送
し
ま
し

た
。
二
五
日
「
二
十
万
人
の
大
虐
殺
は
な

ぜ
起
き
た
の
か
」
、
二
六
日
「
あ
る
視
覚

障
害
者
の
抵
抗
」
。
両
日
と
も
、
日
本
障

害
者
協
議
会
（
Ｊ
Ｄ
）
代
表
で
視
覚
障
害

者
の
藤
井
克
徳
さ
ん
が
現
地
を
訪
ね
て
取

材
し
、
当
時
を
知
る
人
々
と
対
話
す
る
内

容
で
す
。 

ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
政
権
下
で
行
わ
れ
た

「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
（
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
虐

殺
）
」
は
世
界
的
に
よ
く
知
ら
れ
、
ド
イ

ツ
国
内
で
も
、
強
い
反
省
の
も
と
、
今
で

も
戦
争
犯
罪
を
厳
し
く
追
及
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
前
に
行

わ
れ
た
障
害
者
の
抹
殺
計
画
は
あ
ま
り
語

ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

五
年
前
、
ド
イ
ツ
精
神
医
学
精
神
療
法

神
経
学
会
が
長
年
の
沈
黙
を
破
り
、
自
分

―平和こそが 

   最良の福祉―   

   

      原 金二（副代表） 
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僅
か
十
二
㎡
の
部
屋
に
五
十
人
が
押
し

込
ま
れ
虐
殺
さ
れ
ま
し
た
。
遺
体
は
、

焼
却
炉
で
焼
か
れ
ま
す
。
毎
日
百
二
十

人
ず
つ
が
虐
殺
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。 「

Ｔ
４
作
戦
」
は
表
向
き
一
九
四
〇

年
八
月
に
中
止
さ
れ
ま
す
。
「
Ｔ
４
作

戦
」
に
従
事
し
て
い
た
職
員
の
多
く
が

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
な
ど
で
行
わ
れ
た
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
大
虐
殺
（
六
百
万
人
以

上
）
に
移
行
し
て
い
き
ま
し
た
。
効
率

的
に
虐
殺
す
る
た
め
、
効
率
的
に
遺
体

を
処
理
す
る
た
め
の
ガ
ス
室
や
焼
却
施

設
の
設
計
、
管
理
、
運
用
な
ど
に
試
行

さ
れ
た
の
が
障
害
者
の
大
量
虐
殺
で

す
。
こ
れ
が
「
Ｔ
４
作
戦
」
の
二
つ
目

の
目
的
と
言
え
ま
す
。 

 

歴
史
に
学
ぶ
も
の 

 

ド
イ
ツ
で
あ
れ
日
本
で
あ
れ
、
人
類

の
歴
史
の
教
訓
は
明
確
で
す
。
「
富
国

強
兵
」
の
時
代
に
犠
牲
に
な
る
の
は
、

人
民
の
命
、
生
活
、
福
祉
な
ど
で
す
。 

 

ド
イ
ツ
は
障
害
者
の
問
題
を
含
め
、

歴
史
の
教
訓
を
生
か
す
取
り
組
み
を
し

て
い
ま
す
が
、
日
本
の
社
会
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
戦
後
七
十
年
を
経
た
今

も
、
国
と
し
て
の
戦
争
の
評
価
は
定
ま

り
ま
せ
ん
。
戦
時
下
の
障
害
者
の
人
権

な
ど
に
つ
い
て
の
国
の
評
価
は
皆
無
で

す
。 

 

憲
法
学
者
を
は
じ
め
多
く
の
国
民
の

声
を
無
視
し
、
憲
法
の
国
民
主
権
、
平

和
、
人
権
、
民
主
主
義
を
否
定
し
『
戦

争
が
で
き
る
国
』
に
す
る
た
め
の
法
案

を
強
行
し
よ
う
と
す
る
一
方
、
医
療
制

度
の
改
悪
、
社
会
福
祉
法
の
改
悪
、
消
費

税
引
き
上
げ
と
年
金
や
生
活
保
護
の
削
減

な
ど
を
次
々
と
推
し
進
め
る
政
権
与
党
の

施
策
は
看
過
で
き
ま
せ
ん
。 

二
六
日
に
放
送
さ
れ
た
、
自
ら
も
視
覚

障
害
者
で
あ
っ
た
オ
ッ
ト
ー
・
バ
イ
ト
の

足
跡
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
彼
は
、
迫

害
さ
れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
や
障
害
者
を
積

極
的
に
雇
用
し
命
が
け
で
守
り
ま
し
た
。 

ド
イ
ツ
で
も
日
本
で
も
、
国
民
が
戦
争

を
押
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事

実
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
、
一
方

で
、
障
害
児
者
な
ど
弱
い
立
場
の
者
を
命

が
け
で
守
ろ
う
と
し
た
人
々
が
い
た
事
実

を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
が
問
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
現
在
の
政
治
、
社

会
情
勢
を
し
っ
か
り
捉
え
な
が
ら
、
私
た

ち
の
進
む
べ
き
道
を
見
定
め
実
行
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
調
査
か
ら
は
、
等
級
が
下
が
っ
て
年

金
支
給
停
止
の
ケ
ー
ス
が
増
加
し
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
診
断
書
の
様

式
変
更
や
、
障
害
認
定
基
準
に
基
づ
く

審
査
の
問
題
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
障
害
者
に
不
利
益
と
な
ら

な
い
よ
う
何
ら
か
の
措
置
が
必
要
だ
と

思
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

地
域
精
神
保
健
福
祉
機
構
（
通
称
コ

ン
ボ
）
が
、
障
害
年
金
受
給
者
一
七
一

人
を
対
象
に
二
～
三
月
に
実
施
し
た
調

査
（
複
数
回
答
）
で
は
、
「
申
請
し
た

が
却
下
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
」
八
人

（
四
・
七
％
）
、
「
等
級
が
下
が
っ
た

こ
と
が
あ
る
」
一
一
人
（
六
・

四
％
）
、
「
更
新
時
に
等
級
が
下
が
ら

な
い
か
不
安
」
九
二
人
（
五
三
・

八
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

一
方
、
日
本
年
金
機
構
の
「
新
規
請

求
に
関
す
る
デ
ー
タ
」
で
は
、
裁
定
件

数
に
対
す
る
不
支
給
・
却
下
件
数
の
割

合
は
、
二
〇
一
〇
年
度
一
二
・
三
％
か

ら
年
々
上
昇
し
、
一
三
年
度
一
六
・

六
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

日
本
年
金
機
構
の
調
査
か
ら 

 

一
番
先
に
公
表
さ
れ
た
の
は
、
「
国

の
障
害
基
礎
年
金
を
申
請
し
て
不
支
給

と
判
定
さ
れ
る
人
の
割
合
に
最
大
六
倍

の
地
域
差
が
あ
っ
た
」
と
の
調
査
結
果

で
す
。
そ
の
原
因
は
、
支
給
の
可
否
を

決
め
る
年
金
機
構
の
都
道
府
県
事
務
セ

ン
タ
ー
間
で
判
定
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

二
〇
一
〇
～
一
二
年
度
の
障
害
基
礎

ー障害者年金の課題、自ら

の生活実態からー 

本
年
度
、
障
害
者
年
金
に
関
す
る
情
報

が
、
一
般
マ
ス
コ
ミ
に
も
た
く
さ
ん
掲
載

さ
れ
、
当
会
の
常
任
委
員
会
や
加
盟
団
体

及
び
協
力
団
体
の
会
合
な
ど
で
も
話
題
に

な
る
と
同
時
に
、
会
員
な
ど
か
ら
も
不
安

や
疑
問
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
各
社
の

報
道
な
ど
を
ま
と
め
な
が
ら
、
経
過
と
今

で
き
る
こ
と
を
整
理
し
て
み
ま
し
た
。 

 

障
害
者
関
係
団
体
の
調
査
か
ら 

 

五
月
に
、
日
本
精
神
保
健
福
祉
士
協

会
（
柏
木
一
恵
会
長
）
が
二
〇
一
四
年
七

月
か
ら
九
月
に
か
け
て
実
施
し
た
「
障
害

年
金
の
等
級
変
更
に
係
る
緊
急
調
査
」
の

結
果
が
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
「
前
回
の
診
断
書
と
同
じ
内
容
で
等

級
が
下
が
っ
た
」
（
複
数
回
答
）
と
の
回

答
が
二
四
六
人
中
四
五
人
（
一
八
・

三
％
）
も
い
ま
し
た
。
こ
の
結
果
に
つ
い

て
、
同
協
会
の
木
太
直
人
常
務
理
事
は
、
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害
基
礎
年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
人
の
う

ち
、
更
新
時
に
「
障
害
が
軽
く
な
っ
た
」

な
ど
と
し
て
支
給
を
打
ち
切
ら
れ
た
り
、

減
額
さ
れ
た
り
し
た
人
の
割
合
に
都
道
府

県
間
で
最
大
一
一
倍
の
開
き
が
あ
っ
た
こ

と
が
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
年
金
機
構

の
二
〇
一
三
年
度
分
デ
ー
タ
の
集
計
で
分

か
り
ま
し
た
。 

支
給
停
止
・
減
額
に
な
っ
た
の
は
全
国

で
七
七
八
七
人
で
す
。
岡
山
県
で
は
更
新

対
象
者
の
一
二
・
一
％
に
上
る
一
方
、
最

低
の
島
根
県
で
は
一.

一
％
で
し
た
。
長

野
県
は
一
・
五
％
で
全
国
二
番
目
に
低
く

な
っ
て
い
ま
す
。
全
国
平
均
は
四
・
九
％

で
す
。 

障
害
の
軽
く
な
っ
た
人
が
特
定
の
地
域

に
偏
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
く
、
審
査

す
る
医
師
の
主
観
に
よ
る
判
定
の
バ
ラ
ツ

キ
で
、
受
給
を
続
け
ら
れ
る
は
ず
の
人
ま

で
年
金
を
受
け
取
れ
な
く
な
っ
た
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
「
障
害
が
重
く

な
っ
た
」
と
し
て
年
金
額
が
増
え
た
人
は

全
国
で
四
三
一
〇
人
で
す
。 

 

日
本
年
金
機
構
、
厚
労
省
の
措
置
、

取
組
み 

○
八
月
初
め
、
年
金
機
構
は
全
国
の
年

金
事
務
所
に
対
し
、
審
査
の
担
当
部
署
に

紹
介
し
て
医
学
的
な
理
由
を
説
明
す
る
よ

う
通
知
し
ま
し
た
。
申
請
し
て
不
支
給
に

な
っ
た
人
や
、
更
新
時
、
支
給
停
止
・
減

額
に
な
っ
た
人
が
「
理
由
を
問
い
合
わ
せ

て
も
満
足
な
回
答
を
得
ら
れ
な
い
」
と
の

訴
え
が
相
次
い
で
い
る
た
め
で
す
。
ま

た
、
申
請
者
に
送
る
不
支
給
決
定
の
通
知

年
金
の
不
支
給
割
合
の
平
均
は
、
最
高

が
大
分
県
の
二
四
・
四
％
、
最
低
は
栃

木
県
の
四
・
〇
％
で
す
。
長
野
県
は
、

五
・
八
％
で
低
い
方
か
ら
四
番
目
で
し

た
。
全
国
平
均
は
、
一
二
・
五
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

続
い
て
七
月
下
旬
に
公
表
さ
れ
た
の

は
、
「
障
害
年
金
を
申
請
し
て
不
支
給

と
判
定
さ
れ
た
り
、
更
新
時
に
支
給
を

打
ち
切
ら
れ
た
り
し
た
人
が
不
服
を
申

し
立
て
、
国
が
審
理
、
決
定
し
た
件
数

が
二
〇
一
四
年
度
は
約
六
五
〇
〇
件
に

上
り
、
十
年
前
の
〇
四
年
度
に
比
べ

三
・
五
倍
に
増
え
た
」
こ
と
で
す
。 

支
給
申
請
自
体
は
微
増
で
、
そ
れ
な

の
に
不
服
申
し
立
て
が
急
増
し
て
い
る

の
は
、
日
本
年
金
機
構
の
判
定
が
不
透

明
な
た
め
納
得
で
き
な
い
人
が
増
え
て

い
る
こ
と
や
、
支
給
判
定
の
厳
格
化
が

背
景
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
と
の
報
道
で

す
。 二

〇
一
〇
～
一
三
年
度
の
四
年
間
で

不
支
給
割
合
は
一
・
三
倍
、
支
給
停

止
・
減
額
に
な
る
人
は
デ
ー
タ
の
確
認

で
き
る
県
で
一
・
六
倍
に
そ
れ
ぞ
れ
増

え
て
お
り
、
「
判
定
が
厳
し
く
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
指
摘
が
出

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
長
野
県
を
管

轄
す
る
関
東
信
越
厚
生
局
管
内
の
一
四

年
度
の
不
服
申
立
件
数
は
二
四
〇
一
件

で
、
全
国
の
三
七
％
を
占
め
て
い
ま

す
。
一
審
で
申
し
立
て
が
認
め
ら
れ
た

割
合
は
一
・
六
％
で
、
全
国
の
地
方
厚

生
局
の
中
で
最
も
低
か
っ
た
と
の
報
告

も
あ
り
ま
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
八
月
上
旬
に
は
、
国
の
障

に
、
問
い
合
わ
せ
先
年
金
事
務
所
の
住

所
・
電
話
番
号
を
載
せ
る
よ
う
に
し
ま

し
た
。 

○
厚
生
労
働
省
の
専
門
家
検
討
会

（
座
長
・
安
西
信
雄
帝
京
平
成
大
大
学

院
教
授
）
は
七
月
三
〇
日
、
偏
り
が
大

き
い
精
神
・
知
的
・
発
達
障
害
の
判
定

に
関
す
る
新
た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
ま

と
め
ま
し
た
。
障
害
者
の
生
活
能
力
を

数
値
化
し
た
客
観
的
な
指
標
を
盛
り
込

み
、
判
定
の
目
安
と
す
る
こ
と
で
地
域

差
に
よ
る
不
公
正
の
是
正
を
図
る
こ
と

を
狙
っ
て
い
ま
す
。 

新
た
な
指
標
は
、
食
事
や
対
人
関
係

な
ど
七
項
目
の
四
段
階
評
価
で
平
均
点

を
算
出
し
、
支
援
の
必
要
性
に
関
す
る

五
段
階
の
総
合
評
価
と
組
み
合
わ
せ
る

仕
組
み
と
の
こ
と
で
す
。
組
み
合
わ
せ

パ
タ
ー
ン
に
応
じ
て
「
一
級
」
「
二

級
」
「
三
級
」
な
ど
と
、
目
安
に
な
る

等
級
を
示
し
ま
す
。
最
終
的
に
は
生
活

環
境
や
就
労
状
況
な
ど
も
考
慮
し
て
判

定
す
る
と
の
こ
と
で
す
。  

こ
れ
ま
で
厳
し
い
審
査
で
不
支
給
や

支
給
停
止
・
減
額
と
さ
れ
た
人
に
は
再

申
請
を
認
め
る
方
針
で
、
無
年
金
・
低

年
金
者
の
救
済
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
半

面
、
審
査
が
緩
や
か
だ
っ
た
地
域
で

は
、
支
給
打
ち
切
り
や
減
額
と
さ
れ
る

人
が
出
る
恐
れ
も
あ
る
こ
と
が
懸
念
さ

れ
て
い
ま
す
。 

○
厚
生
労
働
省
は
、
八
月
初
旬
、
国

の
障
害
年
金
の
受
給
条
件
で
特
定
が
難

し
く
大
き
な
壁
に
な
っ
て
い
る
「
初
診

日
」
の
証
明
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

厳
格
な
ル
ー
ル
を
改
め
、
カ
ル
テ
な
ど

の
証
拠
が
提
出
で
き
な
い
場
合
で
も
参

考
資
料
が
あ
れ
ば
本
人
の
申
し
立
て
を

認
め
る
な
ど
、
認
定
基
準
を
緩
和
す
る

方
針
を
決
め
ま
し
た
。 

ま
た
、
国
家
公
務
員
ら
の
共
済
年
金

で
は
、
カ
ル
テ
な
ど
が
無
く
て
も
本
人

の
申
告
の
み
で
認
め
て
お
り
、
不
公
平

が
批
判
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
関
連
省
令

を
改
正
し
て
官
民
格
差
を
な
く
し
、
厚

生
年
金
と
共
済
年
金
が
一
元
化
さ
れ
る

十
月
か
ら
実
施
し
ま
す
。 

過
去
に
証
拠
を
提
出
で
き
ず
に
不
支

給
と
さ
れ
た
人
に
つ
い
て
も
十
月
か
ら

再
申
請
を
認
め
、
新
ル
ー
ル
で
判
断
し

ま
す
。
無
年
金
の
障
害
者
の
救
済
に
つ

な
が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
厚
労
省

は
「
健
康
保
険
の
給
付
や
入
院
の
記
録

な
ど
参
考
資
料
で
合
理
的
に
判
断
で
き

る
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
本
人
の
申
し

立
て
を
認
め
る
」
と
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
ほ
か
①
日
付
ま
で
特
定
で
き
な

く
て
も
、
初
診
日
が
一
定
の
期
間
に
あ

り
、
保
険
料
納
付
要
件
な
ど
を
満
た
し

て
い
る
場
合
②
受
診
し
た
疾
患
ま
で
特

定
で
き
な
く
て
も
、
診
察
券
で
診
療
科

が
確
認
で
き
る
場
合
な
ど
に
つ
い
て

も
、
参
考
資
料
が
あ
れ
ば
認
め
る
方
針

を
示
し
ま
し
た
。 

 

私
た
ち
の
今
後
の
取
組
み 

○
障
害
年
金
は
、
障
害
や
病
気
な
ど

で
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
が
困
難
な
人

に
支
給
さ
れ
る
生
活
保
障
の
た
め
の
年

金
で
す
。
権
利
と
し
て
受
給
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
各
種
障
害
者
手
帳
の
制

度
と
は
リ
ン
ク
し
て
お
ら
ず
、
手
帳
が
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無
く
て
も
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
可

能
で
す
。
た
だ
、
日
本
の
福
祉
は
す
べ

て
申
請
制
で
本
人
が
申
し
出
な
い
限
り

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
年
金
制

度
も
一
般
に
は
分
か
り
づ
ら
く
、
本
来

は
受
給
資
格
が
あ
り
な
が
ら
受
け
て
い

な
い
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
、
知
ら
せ
る
活
動
を
粘
り

強
く
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
先
月
号
で
も
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
が
、
相
談
窓
口
と
し
て
、
下

記
を
紹
介
し
ま
す
。 

【
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
障
害
年
金
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
☎
０
１
２
０
（
９
５

６
）
１
１
９
】 

 

○
厚
生
労
働
省
は
、
障
害
者
年
金
改

正
に
つ
い
て
、
九
月
一
〇
日
ま
で
、
意

見
の
募
集
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
当
事
者

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
障
害
や
病
気
と
生
活

実
態
か
ら
、
人
と
し
て
の
尊
厳
あ
る
生

き
方
を
す
る
た
め
に
、
現
在
の
年
金
水

準
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
い
、

求
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

制
度
の
分
か
り
や
す
さ
、
本
来
、
受

給
資
格
の
あ
る
者
が
確
実
に
受
け
取
れ

る
仕
組
み
づ
く
り
、
国
の
情
報
公
開
や

当
事
者
を
含
め
た
定
期
的
な
検
証
の
仕

組
み
づ
く
り
な
ど
も
必
要
で
す
。
す
べ

て
の
都
道
府
県
で
、
障
害
者
の
生
活
実

態
を
理
解
し
、
障
害
状
態
を
正
し
く
反

映
し
た
診
断
書
を
作
成
で
き
る
専
門
医

師
の
育
成
や
確
保
な
ど
も
不
可
欠
で

す
。 

様
々
な
障
害
者
団
体
の
話
し
合
い
で
、

例
外
な
く
出
さ
れ
た
意
見
は
、
「
こ
れ
ま

で
の
国
の
施
策
を
見
て
い
る
と
、
受
給
抑

制
や
予
算
削
減
あ
り
き
で
、
公
平
と
か
公

正
と
訊
く
と
、
平
均
に
あ
わ
せ
る
と
か
下

に
あ
わ
せ
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
不

安
」
と
い
う
も
の
で
す
。
力
を
合
わ
せ
運

動
を
継
続
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

ー自治体４割認めず 設

置実績はゼロー 

谷
川
利
夫
杏
林
大
教
授
）
と
「
全
国
精

神
障
害
者
地
域
生
活
支
援
協
議
会
」

（
伊
澤
雄
一
代
表
理
事
）
が
今
年
六

月
、
共
同
で
実
施
、
四
七
都
道
府
県
、

二
〇
政
令
指
定
し
、
四
五
中
核
市
の
計

一
一
二
自
治
体
に
省
令
変
更
に
基
づ
く

自
治
体
の
条
例
の
取
り
扱
い
な
ど
を
訊

ね
ま
し
た
。
八
月
二
四
日
ま
で
に
回
答

の
あ
っ
た
の
は
九
二
自
治
体
（
八

二
％
）
で
す
。 

二
〇
一
五
年
度
中
に
、
地
域
移
行
支

援
型
ホ
ー
ム
の
設
置
計
画
の
あ
る
自
治

体
は
ゼ
ロ
で
し
た
。
「
条
例
改
定
を
見

送
っ
た
」
の
は
、
三
七
自
治
体
で
、
全

体
の
四
〇
・
二
％
で
す
。
見
送
っ
た
理

由
と
し
て
、
長
野
県
を
含
む
九
自
治
体

が
「
強
い
反
対
意
見
が
あ
る
」
と
し
て

い
ま
す
。
二
〇
自
治
体
は
、
「
今
後
の

実
績
等
を
踏
ま
え
た
判
断
が
必
要
」
と

し
て
い
ま
す
。 

条
例
上
は
設
置
で
き
る
自
治
体
は
五

五
自
治
体
（
五
九
・
八
％
）
、
う
ち
、

「
条
例
改
定
で
位
置
付
け
た
」
の
は
四

一
自
治
体
（
四
四
・
六
％
）
、
「
省
令

準
拠
の
規
定
や
独
自
条
例
で
設
置
可

能
」
が
一
四
自
治
体
（
一
五
・
二
％
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

厚
労
省
の
方
針
に
反
対
し
て
き
た
長

谷
川
教
授
は
「
地
方
自
治
体
は
自
ら
考

え
て
四
割
も
見
送
を
決
め
た
点
は
異
例

で
あ
り
、
良
い
前
例
が
で
き
た
」
と
運

動
の
成
果
と
評
価
し
て
い
ま
す
。 

長
野
県
内
の
ポ
プ
ラ
の
会
を
中
心
と

し
た
「
精
神
障
害
者
も
病
院
で
は
な
く
地

域
で
暮
ら
し
た
い
信
州
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

は
、
「
地
域
で
の
生
活
を
希
望
す
る
仲
間

た
ち
は
、
誰
で
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地

域
社
会
を
つ
く
ろ
う
」
「
病
棟
を
転
換
し

た
ホ
ー
ム
の
問
題
点
を
理
解
し
て
も
ら
お

う
」
と
、
長
谷
川
教
授
を
招
い
て
の
学
習

会
を
企
画
し
て
い
ま
す
。 

Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
上
映
や
、
地
域
で
生
活
す
る

仲
間
た
ち
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
も
準
備
し
て

い
ま
す
。
集
会
日
時
、
会
場
等
は
、
八

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

 

厚
生
労
働
省
が
、
一
月
に
省
令
を
改

正
し
四
月
に
施
行
し
た
病
棟
転
換
型
居

住
系
施
設
（
地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー

ム
）
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
な
ど
へ
の

調
査
か
ら
、
回
答
し
た
自
治
体
の
約
四

割
が
転
換
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。 

調
査
は
、
「
病
床
転
換
型
居
住
系
施

設
に
つ
い
て
考
え
る
会
」
（
代
表
・
長

私達は、手話言語法の制定をめざしています。 
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   戦争と障害者について 

                      
  地球に住む我々生命は、生命誕生以来、数

回、絶滅の危機をくぐり抜けてきた。その原因

は、隕石の衝突であったり、極端な気候変動で

あったり、つまり、宇宙や地球の技によって起

こされたものだ。 

   ところが、今、人類はその生命絶滅を可能と

する「爆弾」を自分たちで作ってしまった。地

球に生命が誕生した奇跡も数度にわたる絶滅の

危機を乗り越えてきた奇跡も我々はすべて無に

してしまう技術を持ってしまったのだ。だか

ら、その技術が使われる戦争は、いかなる理由

があろうともしてはならない。我々人類に、地

球上の生命全ての生死を左右する権利は与えら

れていないのだ。 

   だが、なぜか政府は憲法解釈を変え、戦争が

できる日本に作りかえようとしている。障害者

が第二次大戦中、どんな悲惨な状態に置かれた

か知る者の一人として、また障害者として、こ

の動きを止めねばならない。 

   もちろん、私は直接戦争を知る世代ではな

い。ただ、戦争の残滓は記憶に残っている。駅

頭で戦闘帽をかぶり白い服を着た中年男性がア

コーディオンで軍歌をかなで、金銭のめぐみを

乞う光景を覚えている。たしか、その人は義足

であった。時には走っている電車の中にも彼ら

は現れた。もの悲しい戦歌のメロディーととも

に記憶している。 

   後になって知ったことだが、その人たちを

「傷痍軍人」といい、そういった街中で金銭を

求める行為は禁止されていた。禁止されていた

のにもかかわらず、歩くのも大変なのに重い楽

器を持って街中で現れたのは、相当の理由が

あったに違いない。子どもごころに重苦しい感

覚をもった。戦争は多くの障害者を生む。これ

は実感したことだ。 

   私たちの世代は、父親がどのように戦争に関

わったのかによって、戦争に対するイメージが

異なるという、いわば無秩序に歴史が語られた

世代にあたる。 

   今もその状況は続いているともいえよう。私

の場合、それを修正したのは残念ながら学校の教

科書ではない。自分の読書だった。中でも、都市

伝説的に語られていた「戦争のとき、じゃまな障

害者は殺されたんだ」という話は、「いくらなん

でもそれはないだろう」と思っていたが、事実で

あったことを読書で知る。  

   それは、ナチス統治下のドイツで、1939年、

国家によってなされた「T４作戦」である。障害

があるということだけで（他にも同性愛者、労働

能力が無いと判断された人々など）、大人も子ど

もも殺された。その数、約７万人といわれている

が、実態は20万人以上とも言われている。きっか

けは「国の負担になっては申し訳ない」という障

害児の保護者からの声だったが、本当にそのよう

な声があったのか。国は負担をなくそうという

キャンペーンをしており、その声を利用した感が

ある。またナチスが飛びついた「アーリア人の優

秀性」を守るという優生学も根拠とされた。 

   これは確かに極端なことではあるが、戦時下に

あった日本においても、国家総動員法が制定さ

れ、すべての資源は戦争に注ぎ込まれ、女性には

健康な男の子を産むように奨励されるという精神

は、ナチスの暴挙につながるものがあるとは言い

過ぎか。 

   戦争は障害者差別を極限まで高める。これも事

実である。ドイツに行く機会があれば、ベルリン

のＴ４作戦の本部跡にその記念誌が有り、ドイツ

中央部のハダマーには「ガス室」が残されてお

り、訪問されることをおすすめする。そう、今だ

からこそだ。  

 旭 洋一郎（長野大学教授） 
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１）私たちは病院ではなく地域で暮らしたい 
 

日時  平成２７年９月２６日（日） １２:００受付  

会場  長野市生涯学習センター４階 大学習室３ 

内容  ○講演「病棟転換問題と人権 運動を通して社会を変える」 

     講師 長谷川利夫さん 

（杏林大学教授、病棟転換型居住施設について考える会呼びかけ人代表） 

○ＤＶＤ「やれば、できるさ」上映  

    ○地域で暮らす仲間や支援者のリレートーク 

参加費 資料代として５００円 

主催  精神障害者も病院ではなく地域で暮らしたい信州ネットワーク 

 

２）防災シンポジウムの報告集できる！ 

  
  ●ご案内； 千曲市・坂城町地域で、2014年・2015年と2回開催した 

  「障害者・高齢者等要援護者のいのちを守る防災のあり方を考えるシンポジウム 

   in千曲・坂城」の報告集です。兵庫県の「要援護者支援ガイドブック」も参考資 

   料として添付しました。 

 

   ●定価；150円 

   ●注文は、県推協事務局まで 
 

 

 

 

 

 

３）「南の島に雪が降る」 

   ・・・戦後７０周年特別企画前進座公演・・・ 
 

月日：１０月２１日（水） 

時間：①昼の部 １４：００～ 

   ②夜の部 １８：１５～ 

会場：ホクト文化ホール中ホール 


